
「いじめをしない、させない、見逃さない、許さない」
令和３年度 いじめ防止対策推進月間の取組 廿日市市教育委員会

取 組 例

『いじめは、人間として絶対に許されない行為である。いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。』 （廿日市市いじめ防止基本方針より）

廿日市市教育委員会では、第 73 回人権週間と合わせ、12 月を「廿日市市いじめ防止対策推進月間」

と位置づけており、幼稚園や各小･中学校ではこの時期にいじめの防止について重点的に取り組んでい

ます。

私たちは、廿日市市内の全ての子どもたちが、園・学校で安心して学べるように、

これからもいじめ防止の取組を全市で推進していきます。

■全校で人権標語の募集を行い、作品を掲示しました。

■学級内の人間関係づくりと共感的人間関係について学ぶエ

ンカウンター活動を行いました。

■5月に行った「命の大切さを考える集会」をもとに、日々の

取組を振り返りました。

■児童委員会が「みんなが安心して楽しく通える学校にするた

めに」の動画を作成し、全学級で視聴・学習しました。

■委員会でいじめに関する本を紹介したり、図書室に展示した

りしました。

■笑顔を集めた写真をスライドショーで紹介し、メッセー

ジを送りました。

■いじめアンケートの結果をもとにした教職員研修やアセ

ス（学校環境適応感尺度）の結果の分析等を行いました。

■いじめアンケートやアセスの結果をもとに教育相談を行

いました。

■学校便りや学年・学級通信、生徒指導通信等で、12月が

「いじめ防止対策推進月間」であることを紹介したり、Ｓ

ＯＳダイヤル等相談窓口を再度周知したりしました。

「いじめ防止クラス宣言」の取組

校内に掲示するとともに取組の振

り返りに役立てます。

人権の花の球根を植えて、

全校に紹介しました。

「かがやきの木」の継続

積極的にお互いの頑張り

や良いところを伝え合い

ました。

いじめについて考える道徳

を実施しました。授業で考

えた思いを記入し一人一人

の思いを掲示しました

12 月の生活目標を

「いじめをなくそう」と

設定し、各学級で取組を

考え、行動しました。


